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令和7年度から介護保険法施行令の一部改正により
所得段階基準の一部が変更になります

■65歳以上の介護保険料 （令和7年度）

　これまで第1および第4段階の所得基準は「80万円以下」と定められていましたが、令和6年老齢基礎年金
（満額）の支給額が80万円を超えることから、老齢基礎年金受給者の保険料負担への影響を抑えることを目的
に、令和7年度から「80万9千円以下」に引き上げられます。変更後の所得段階は下表のとおりです。

※課税年金収入額とは、住民税の課税対象となる年金（国民年金、厚生年金など）の収入額で、非課税とな
る年金（障害年金、遺族年金など）は含まれません
※所得金額とは、前年（2024年）中の収入から必要経費（給与の場合には給与所得控除額、年金の場合には
公的年金等控除額）を控除した金額で、所得控除（扶養控除や社会保険料控除など）をする前の金額で
す。第1～5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した額（給与が含まれる場合は、給与所得か
ら10万円を控除した額）を用います

■問 □本 高齢者支援課介護保険係（☎内線1186）

保険料（年額）

基準額×0.285
22,300円

基準額×0.485
37,900円

基準額×0.685
53,500円
基準額×0.90
70,200円
基準額
78,000円
基準額×1.20
93,600円
基準額×1.30
101,400円
基準額×1.50
117,000円
基準額×1.70
132,600円
基準額×1.80
140,400円
基準額×2.00
156,000円
基準額×2.10
163,800円
基準額×2.20
171,600円

所得段階

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

対象となる人
・生活保護受給者の人
・本人が老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人
・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合
計が80万9千円以下の人
・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合
計が80万9千円超120万円以下の人
・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合
計が120万円超の人
・本人は住民税非課税だが、同じ世帯の中に住民税課税者がおり、本人の
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下の人
・本人は住民税非課税だが、同じ世帯の中に住民税課税者がおり、本人の
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人
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□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝スポーツセンター

事業名

タクシー料金補助

温泉施設の
熟年特別割引券

はり・きゅう・
マッサージ
施術料助成

配食支援

見守り支援
（緊急通報装置の貸与）

おむつサービス

在宅訪問
理美容サービス

住宅改造費補助

福祉車両の貸出

福祉用具（車椅子）の
貸出

申請窓口

□本 高齢者支援課
長寿支援係

　（☎内線1181
　　　　・1182）

□松 住民福祉課　
健康介護係

　（☎内線2151
　　　　・2152）

社会福祉協議会
□本 （☎382－8397）
□松 （☎393－3948）

高齢者福祉サービスのご案内 

対象者およびサービス内容
タクシー以外の交通機関を利用するのが困難な在宅の高齢者な
どを対象にタクシー券を交付し、料金の一部を補助します。
■お住まいの地域により申請窓口が異なるのでご注意ください
（安中地区＝□本 高齢者支援課、松井田地区＝□松 住民福祉課）。
70歳以上の人を対象に、市内2か所の温泉施設で利用できる割
引券を発行します。
■峠の湯と恵みの湯のフロントでも割引券を発行できます。
■割引券は本人のみ利用できます。
70歳以上の人が、市と契約するあん摩マッサージ指圧師・はり
師・きゅう師から施術を受けた場合、施術料の一部を助成しま
す。
■当該年度中に4枚を上限に割引券を交付します。
■対象者の所得税額によって交付制限があります。
65歳以上の在宅生活者のうち、単身生活者、高齢者のみで生活
する人、日中独居となる人で食事の用意が困難な人を対象に、
弁当の配達を通して安否確認と栄養改善を行います。
■昼食について週5回以内で利用できます（利用者負担あり）。
65歳以上の単身生活者などで、健康状態や身体状況などの理由
で緊急時の対応に不安がある人を対象に、緊急時に連絡可能な
装置を貸与します。
■家族をはじめとした協力者を緊急連絡先に登録します。
■固定電話の回線を使用して装置を設置します。
65歳以上の在宅生活者で、寝たきりの状態または認知症などに
よりトイレなどで排泄ができない、常時失禁がある人が対象です。
■対象者の所得税額により、紙おむつの給付限度が異なります。
■入院や短期入所などで在宅でなくなると、休止・廃止になり
ます。
65歳以上の在宅生活者で要介護4または5の人、あるいは要介護
認定（要支援は除く）を受けている外出困難者で、家族が高齢な
どの理由で支援を得られない人を対象にカットができる券を交
付します。
■協力店が対象者の自宅を訪問してカット（散髪）を実施します。
■当該年度中、4枚を上限に利用券を交付します。
65歳以上の在宅生活者で、要介護認定を受けている人が、在宅
生活を維持するため住宅を改造・改修する場合に助成します（新
築および増築の場合は対象外）。
■要介護度、世帯構成、生計中心者の所得税額による制限があ
ります。
■助成は対象工事費の6分の5の額です（20万円を上限）。
車椅子を使用する要援護高齢者や身体障害者を乗せて通院や買
い物に出かけるための福祉車両を貸し出します。
■ガソリンを満タンにして返却してください。
加齢や病気、けがなどで日常生活に支障がある人の快適な生活
の維持および介護者の負担軽減を目的として福祉用具（車椅子）
を貸し出します（介護保険の給付が可能な人は除く）。


